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議案第４号 

 

令和８年度 かほく市一般会計予算 

 

 令和８年度のかほく市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０，８５３，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第

２表 債務負担行為」による。 

 

（地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は、「第３表 地方債」による。 

 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３，０００，０００千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

 （１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.市税 4,808,361

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算

  1.市民税 2,281,172

  2.固定資産税 1,808,327

  3.軽自動車税 120,910

  4.市たばこ税 239,638

  5.都市計画税 358,314

  2.地方譲与税 122,059

  1.地方揮発油譲与税 24,000

  2.自動車重量譲与税 89,700

  3.森林環境譲与税 8,359

  3.利子割交付金 17,800

  1.利子割交付金 17,800

  4.配当割交付金 42,300

  1.配当割交付金 42,300

  5.株式等譲渡所得割交付金 52,600

  1.株式等譲渡所得割交付金 52,600

  6.法人事業税交付金 105,600

  1.法人事業税交付金 105,600

  7.地方消費税交付金 1,050,000

  1.地方消費税交付金 1,050,000

  9.環境性能割交付金 1

 10.地方特例交付金 85,580

  1.環境性能割交付金 1

  1.ゴルフ場利用税交付金 14,000

  8.ゴルフ場利用税交付金 14,000
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(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

  1.地方特例交付金 84,720

  2.新型コロナウイルス感染症対策地方税減収

    補塡特別交付金 860

 11.地方交付税 6,620,000

  1.地方交付税 6,620,000

 12.交通安全対策特別交付金 1,800

  1.交通安全対策特別交付金 1,800

 13.分担金及び負担金 75,046

  1.負担金 75,046

 14.使用料及び手数料 188,693

  1.使用料 174,600

  2.手数料 14,093

 15.国庫支出金 2,802,915

  1.国庫負担金 2,169,987

  2.国庫補助金 609,872

  3.委託金 23,056

 16.県支出金 1,793,541

  1.県負担金 785,646

  2.県補助金 904,702

  3.委託金 103,193

 17.財産収入 80,024

  1.財産運用収入 50,024

  2.財産売払収入 30,000

 18.寄附金 508,022

  1.寄附金 508,022
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(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

 19.繰入金 843,716

  1.他会計繰入金 2

  2.基金繰入金 843,714

 20.繰越金 10,000

  1.繰越金 10,000

 21.諸収入 401,542

  1.延滞金、加算金及び過料 4,000

  2.市預金利子 1

  3.貸付金元利収入 118,192

  4.受託事業収入 535

  5.雑入 278,814

 22.市債 1,229,400

  1.市債 1,229,400

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 20,853,000
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  6.農林水産業費 439,650

  7.商工費 405,052

  1.商工費 405,052

  1.農業費 319,458

  2.林業費 118,664

  3.水産業費 1,528

  5.労働費 28,654

  1.労働諸費 28,654

  2.清掃費 464,929

  3.上水道費 3,476

  4.衛生費 1,278,142

  1.保健衛生費 809,737

  2.児童福祉費 3,856,761

  3.生活保護費 313,304

  3.民生費 7,438,107

  1.社会福祉費 3,268,042

  5.統計調査費 8,078

  6.監査委員費 19,352

  3.戸籍住民基本台帳費 119,363

  4.選挙費 9,514

  1.総務管理費 2,292,989

  2.徴税費 211,344

  1.議会費 163,957

  2.総務費 2,660,640

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.議会費 163,957

(単位：千円)
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(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

  8.土木費 1,050,792

  1.土木管理費 90,467

  2.道路橋りょう費 409,343

  3.河川費 1,584

  4.都市計画費 496,986

  5.住宅費 52,412

  9.消防費 1,259,519

  1.消防費 1,259,519

 10.教育費 3,382,901

  1.教育総務費 144,738

  2.小学校費 810,647

  3.中学校費 489,480

  4.社会教育費 568,790

  5.保健体育費 887,522

  6.学校給食費 481,724

 11.災害復旧費 245,347

  1.農林水産施設災害復旧費 300

  2.公共土木施設災害復旧費 245,047

 △福祉施設災害復旧費 0

 △一般公共用施設災害復旧費 0

 12.公債費 2,470,238

  1.公債費 2,470,238

 13.諸支出金 1

  1.普通財産取得費 1

 14.予備費 30,000

- 8 -



(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

  1.予備費 30,000

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 20,853,000
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事 項 期 間 限 度 額

防災行政無線更新工事
令和９年度から
令和１０年度まで

412,000千円

救助工作車更新 令和９年度 142,143千円

第２表　　債務負担行為
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

庁 舎 整 備 事 業 5,100      

公 園 遊 具 整 備 事 業 3,100      

防 犯 施 設 整 備 事 業 7,200      

コ ミ ュ ニ テ ィ 施 設
整 備 事 業

4,200      

七 塚 健 康 福 祉 セ ン タ ー
整 備 事 業

63,900     

福 祉 巡 回 バ ス 整 備 事 業 20,200     

宇ノ気老人福祉センター整
備 事 業

1,700      

老 人 福 祉 施 設
バ ス 整 備 事 業

2,000      

高 松 老 人 福 祉 セ ン タ ー
整 備 事 業

7,700      

認定こども園等整備事業 4,100      

外 日 角 学 童 保 育 ク ラ ブ
整 備 事 業

11,900     

学童保育クラブ整備事業 9,000      

第３表　地方債

普通貸借
又は

証券発行

   年５.０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金、地
方公共団体金融機
構資金及び民間等
資金について、利
率見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）

　政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、そ
の貸付条件による。その他の資金については､借入先の融通
条件による。

　ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借換えすることができる。
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

児 童 館 整 備 事 業 3,000      

宇ノ気保健福祉センター
整 備 事 業

1,700      

駐 車 場 改 修 事 業 1,300      

た め 池 整 備 事 業 2,900      

担 い 手 育 成 基 盤
整 備 事 業

37,800     

土 地 改 良 総 合 整 備 事 業 4,300      

農 業 用 施 設 整 備 事 業 3,300      

林 業 用 施 設 整 備 事 業 84,100     

産 業 文 化 セ ン タ ー
整 備 事 業

2,500      

道 の 駅 整 備 事 業 3,600      

市 道 ネ ッ ト ワ ー ク
整 備 事 業

129,800    

雪 寒 対 策 事 業 12,300     

県 道 負 担 金 事 業 4,900      

普通貸借
又は

証券発行

   年５.０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金、地
方公共団体金融機
構資金及び民間等
資金について、利
率見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）

　政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、そ
の貸付条件による。その他の資金については､借入先の融通
条件による。

　ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借換えすることができる。
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

都 市 公 園 整 備 事 業 10,900     

公 営 住 宅 整 備 事 業 7,800      

消 防 庁 舎 整 備 事 業 2,000      

消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 4,700      

防 災 無 線 整 備 事 業 248,000    

ス ク ー ル バ ス 整 備 事 業 1,800      

高 松 小 学 校 整 備 事 業 38,300     

大 海 小 学 校 整 備 事 業 3,500      

宇 ノ 気 小 学 校 整 備 事 業 58,000     

金 津 小 学 校 整 備 事 業 1,300      

七 塚 小 学 校 整 備 事 業 5,000      

外 日 角 小 学 校 整 備 事 業 2,800      

小 学 校 ICT 環 境 整 備 事 業 40,900     

普通貸借
又は

証券発行

　政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、そ
の貸付条件による。その他の資金については､借入先の融通
条件による。

　ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借換えすることができる。

   年５.０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金、地
方公共団体金融機
構資金及び民間等
資金について、利
率見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

高 松 中 学 校 整 備 事 業 43,100     

河 北 台 中 学 校 整 備 事 業 2,100      

宇 ノ 気 中 学 校 整 備 事 業 4,300      

中 学 校 ICT 環 境 整 備 事 業 18,500     

公 民 館 施 設 整 備 事 業 16,300     

七 塚 生 涯 学 習 セ ン タ ー
整 備 事 業

73,600     

海と渚の博物館整備事業 1,300      

西田記念哲学館整備事業 19,100     

体 育 施 設 整 備 事 業 102,800    

学 校 給 食 施 設 整 備 事 業 45,400     

道 路 橋 り ょ う
災 害 復 旧 事 業

26,200     

都 市 計 画 施 設
災 害 復 旧 事 業

20,100     

計 1,229,400  

普通貸借
又は

証券発行

　政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、そ
の貸付条件による。その他の資金については､借入先の融通
条件による。

　ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借換えすることができる。

   年５.０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金、地
方公共団体金融機
構資金及び民間等
資金について、利
率見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）
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令和８年度 かほく市営バス事業特別会計予算 
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議案第５号 

 

令和８年度 かほく市営バス事業特別会計予算 

 

 

 令和８年度のかほく市営バス事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２８，６００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（地方債） 

第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は、「第２表 地方債」による。 

 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、６，０００千円と定める。 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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  7.市債 10,000

  1.市債 10,000

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 28,600

  6.諸収入 2

  1.市預金利子 1

  2.雑入 1

  1.他会計繰入金 9,436

  5.繰越金 1

  1.繰越金 1

  3.財産収入 1

  1.財産運用収入 1

  4.繰入金 9,436

  1.利用料収入 1,358

  2.県支出金 7,802

  1.県補助金 7,802

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.利用料収入 1,358

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算
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(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.総務費 28,549

  2.公債費 1

  1.公債費 1

  1.総務管理費 1

  2.バス営業費 28,548

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 28,600

  3.予備費 50

  1.予備費 50
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（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

市 営 バ ス 整 備 事 業 10,000     
普通貸借

又は
証券発行

   年５.０％以内

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金、地
方公共団体金融機
構資金及び民間等
資金について、利
率見直しを行った
後においては、当
該見直し後の利
率）

　政府資金又は地方公共団体金融機構資金については、そ
の貸付条件による。その他の資金については､借入先の融通
条件による。

　ただし、市財政の都合により据置期間を短縮し、もしく
は繰上償還又は低利に借換えすることができる。

第２表　地方債
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令和８年度 かほく市墓地特別会計予算 
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議案第６号 

 

令和８年度 かほく市墓地特別会計予算 

 

 

 令和８年度のかほく市墓地特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５，２００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１，０００千円と定める。 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.使用料及び手数料 9,468

  1.使用料 9,468

  2.財産収入 40

  1.財産運用収入 40

  3.繰入金 5,689

  1.他会計繰入金 1

  2.基金繰入金 5,688

  4.繰越金 1

  1.繰越金 1

  5.諸収入 2

  1.市預金利子 1

  2.雑入 1

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 15,200
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　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 15,200

  2.公債費 5,210

  1.公債費 5,210

  1.墓地費 9,950

  2.基金費 40

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.事業費 9,990

(単位：千円)

- 25 -



- 26 -



 
 
 
 
 
 

令和８年度 かほく市国民健康保険特別会計予算 
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議案第７号 

 

令和８年度 かほく市国民健康保険特別会計予算 

 

 

 令和８年度のかほく市国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，１７０，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３００，０００千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

 （１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.国民健康保険税 649,093

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算

  1.国民健康保険税 649,093

  2.使用料及び手数料 1

  1.手数料 1

  3.国庫支出金 5,017

  1.国庫補助金 5,017

  4.県支出金 2,276,449

  1.県補助金 2,276,448

  2.財政安定化基金交付金 1

  5.財産収入 90

  1.財産運用収入 90

  6.繰入金 233,840

  1.他会計繰入金 213,840

  2.基金繰入金 20,000

  7.繰越金 1

  1.繰越金 1

  8.諸収入 5,508

  1.延滞金、加算金及び過料 3,004

  2.市預金利子 1

  3.雑入 2,503

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 3,170,000

  1.財政安定化基金貸付金 1

  9.市債 1
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  9.諸支出金 3,053

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 3,170,000

  1.償還金及び還付加算金 3,053

 10.予備費 1,000

  1.予備費 1,000

  1.公債費 1

  2.財政安定化基金償還金 1

  1.基金積立金 70

  8.公債費 2

  1.保健事業費 34,662

  7.基金積立金 70

  1.共同事業拠出金 1

  6.保健事業費 34,662

  1.財政安定化基金拠出金 1

  5.共同事業拠出金 1

  1.国民健康保険事業費納付金 882,557

  4.財政安定化基金拠出金 1

  1.保険給付費 2,208,573

  3.国民健康保険事業費納付金 882,557

  3.運営協議会費 5

  2.保険給付費 2,208,573

  1.総務管理費 37,712

  2.徴税費 2,364

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.総務費 40,081

(単位：千円)

- 31 -



- 32 -



 
 
 
 
 
 

令和８年度 かほく市後期高齢者医療特別会計予算 
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議案第８号 

 

令和８年度 かほく市後期高齢者医療特別会計予算 

 

 

 令和８年度のかほく市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６７３，８００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.後期高齢者医療保険料 500,335

  1.後期高齢者医療保険料 500,335

  2.使用料及び手数料 1

  1.手数料 1

  3.国庫支出金 1

  1.国庫補助金 1

  4.繰入金 172,810

  1.他会計繰入金 172,810

  5.繰越金 1

  1.繰越金 1

  6.諸収入 652

  1.延滞金及び過料 50

  2.償還金及び還付加算金 601

  3.雑入 1

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 673,800
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  2.繰出金 1

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 673,800

  3.諸支出金 602

  1.償還金及び還付加算金 601

  2.後期高齢者医療広域連合納付金 654,097

  1.後期高齢者医療広域連合納付金 654,097

  1.総務管理費 525

  2.徴収費 18,576

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.総務費 19,101

(単位：千円)
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令和８年度 かほく市介護保険特別会計予算 
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議案第９号 

 

令和８年度 かほく市介護保険特別会計予算 

 

 

 令和８年度のかほく市介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，５７９，０００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。 

 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

 （１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間の流用 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.介護保険料 745,844

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算

  1.介護保険料 745,844

  2.使用料及び手数料 2

  1.手数料 2

  3.国庫支出金 817,177

  1.国庫負担金 608,107

  2.国庫補助金 209,070

  4.支払基金交付金 923,257

  1.支払基金交付金 923,257

  5.県支出金 496,698

  1.県負担金 471,810

  2.県補助金 24,888

  6.財産収入 560

  1.財産運用収入 560

  7.寄附金 1

  1.寄附金 1

  8.繰入金 595,454

  1.一般会計繰入金 532,972

  2.基金繰入金 62,482

  9.繰越金 1

  1.延滞金、加算金及び過料 2

  3.雑入 3

  2.市預金利子 1

 10.諸収入 6

  1.繰越金 1
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(単位：千円)

　款　 　項　 　　金　　額　　

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 3,579,000
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  2.繰出金 1

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 3,579,000

  3.延滞金 1

  8.予備費 1,000

  1.予備費 1,000

  7.諸支出金 1,946

  1.償還金及び還付加算金 1,944

  6.公債費 1

  1.公債費 1

  5.基金積立金 560

  1.基金積立金 560

  4.保健福祉事業費 12,156

  1.保健福祉事業費 12,156

  2.包括的支援事業・任意事業費 59,590

  3.社会保障充実事業費 9,654

  3.地域支援事業費 165,877

  1.介護予防・日常生活支援総合事業費 96,633

  1.介護サービス等給付費 3,320,512

  2.その他諸費 2,336

  3.計画策定委員会費 2,809

  2.保険給付費 3,322,848

  1.総務管理費 34,472

  2.介護認定審査会費 37,331

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.総務費 74,612

(単位：千円)
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令和８年度 かほく市大海財産区特別会計予算 
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議案第１０号 

 

令和８年度 かほく市大海財産区特別会計予算 

 

 

 令和８年度のかほく市大海財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９３０千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５００千円と定める。 

 

 

  令和８年２月２５日提出 

 

 

かほく市長 油野 和一郎 
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  1.市預金利子 1

  2.雑入 1

　　歳　　　　入　　　　合　　　　計　　 930

  4.繰越金 1

  1.繰越金 1

  5.諸収入 2

  2.財産売払収入 1

  3.繰入金 681

  1.基金繰入金 681

  1.賦課金 165

  2.財産収入 81

  1.財産運用収入 80

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　入

  1.賦課金 165

(単位：千円)

第１表　歳入歳出予算
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  1.予備費 50

　　歳　　　　出　　　　合　　　　計　　 930

  1.公債費 1

  5.予備費 50

  1.林業費 1

  4.公債費 1

  1.総務管理費 433

  3.林業費 1

  1.管理会費 445

  2.総務費 433

　款　 　項　 　　金　　額　　

歳　出

  1.管理会費 445

(単位：千円)
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令和８年度 かほく市水道事業会計予算 
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議案第１１号 

 

令和８年度 かほく市水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 令和８年度のかほく市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

   （１）給 水 戸 数              １５，０００戸 

   （２）年 間 総 給 水 量           ３，５０４，０００㎥ 

   （３）一 日 平 均 給 水 量               ９，６００㎥ 

   （４）主要な建設改良事業     配 水 施 設 整 備 事 業  ４９９，９１６千円 

                    取 水 及 び 浄 水 施 設 整 備 事 業   ５２，２１４千円 

 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収   入 

第 １ 款     水 道 事 業 収 益        ７８１，１５６千円 

第 １ 項     営 業 収 益       ６３９，５３５千円 

第 ２ 項     営 業 外 収 益       １２５，３７５千円 

第 ３ 項     特 別 利 益        １６，２４６千円 

 

支   出 

第 １ 款     水 道 事 業 費 用        ７４７，３２７千円 

第 １ 項     営 業 費 用       ６８５，５８７千円 

第 ２ 項     営 業 外 費 用        ６１，４４０千円 

第 ３ 項     特 別 損 失           ３００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４９５，１１１千

円は当年度分消費税資本的収支調整額３０，７４０千円、過年度分損益勘定留保資金１１１，１８４千円及び当年度分損益勘定

留保資金１７２，１８７千円及び減債積立金１８１，０００千円で補てんするものとする。）。 

 

収   入 

第 １ 款     資 本 的 収 入          ４４５，０００千円 

第 １ 項     企 業 債       ２５９，５００千円 

第 ２ 項     工 事 負 担 金       １２４，０００千円 

第 ３ 項     国 庫 補 助 金        ６１，５００千円 

 

支   出 

第 １ 款     資 本 的 支 出          ９４０，１１１千円 

第 １ 項     建 設 改 良 費       ５５８，７９７千円 

第 ２ 項     企 業 債 償 還 金       １８１，３１４千円 

第 ３ 項     他 会 計 貸 付 金       ２００，０００千円 

 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事   項 期   間 限  度  額 

包括的管理業務発注支援事業 令和９年度 １，８９２千円 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

建 設 改 良 事 業 １３５，５００千円 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年５．０％以内 

 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる資金につ

いて、利率の見直しを行

った後においては、当該

見直し後の利率） 

 政府資金又は地方公共団体金融機構資金に

ついては、その貸付条件による。その他の資

金については、借入先の融通条件による。 

 

 但し、企業財政の都合により据置期間を短

縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換えす

ることができる。 
災 害 復 旧 事 業 １２４，０００千円 

 

 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

   （１）収益的支出における各項間の流用 

 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

   （１）職 員 給 与 費                ４６，０６１千円 

 

 

（他会計からの補助金）  

第１０条 水道事業に助成するため、かほく市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、３，４７６千円である。 
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（たな卸資産購入限度額） 

第１１条 たな卸資産の購入限度額は、７，４５０千円と定める。 

 

 

令和８年２月２５日提出 

かほく市長  油野 和一郎 
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令和８年度 かほく市下水道事業会計予算 
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議案第１２号 

 

令和８年度 かほく市下水道事業会計予算 

 

 

（総則） 

第１条 令和８年度のかほく市下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

   （１）処 理 戸 数              １４，０００戸 

   （２）年 間 有 収 水 量           ３，２８５，０００㎥ 

   （３）一 日 平 均 有 収 水 量               ９，０００㎥ 

   （４）主 要 な 建 設 改 良 事 業     管 路 施 設 整 備 事 業  １，０４０，７００千円 

                    処 理 場 施 設 整 備 事 業    １２８，４０９千円 

                    浄 化 槽 施 設 整 備 事 業      ３，７００千円 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収   入 

第 １ 款     下 水 道 事 業 収 益       １，３８７，２９９千円 

第 １ 項     営 業 収 益          ６４１，１００千円 

第 ２ 項     営 業 外 収 益          ７４６，１９７千円 

第 ３ 項     特 別 利 益                ２千円 

 

支   出 

第 １ 款     下 水 道 事 業 費 用       １，７６８，４４０千円 

第 １ 項     営 業 費 用        １，６６０，３０３千円 

第 ２ 項     営 業 外 費 用          １０７，７７７千円 

第 ３ 項     特 別 損 失              ３６０千円 

- 59 -



（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４８４，１８８千

円は当年度分消費税資本的収支調整額２０，７２９千円、過年度損益勘定留保資金３９，４１０千円、当年度損益勘定留保資金

３５４，０４９千円及び減債積立金７０，０００千円で補てんするものとする。）。 

 

収   入 

第 １ 款     資 本 的 収 入          １，６８８，９０６千円 

第 １ 項     企 業 債         ５４７，３００千円 

第 ２ 項     国 県 等 補 助 金         ９０２，９００千円 

第 ３ 項     分 担 金 及 び 負 担 金           ７，５１４千円 

第 ４ 項     他 会 計 補 助 金          ３１，１９２千円 

第 ５ 項     他 会 計 借 入 金         ２００，０００千円 

 

支   出 

第 １ 款     資 本 的 支 出          ２，１７３，０９４千円 

第 １ 項     建 設 改 良 費       １，１９１，１９８千円 

第 ２ 項     企 業 債 償 還 金         ９８１，８９６千円 

 

 

（債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。 

事   項 期   間 限  度  額 

包括的管理業務発注支援事業 令和９年度 ２，９３７千円 
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（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。 

起債の目的 限度額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

下 水 道 事 業 ３６４，７００千円 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年５．０％以内 

 

（ただし、利率見直し方

式で借り入れる資金につ

いて、利率の見直しを行

った後においては、当該

見直し後の利率） 

 政府資金又は地方公共団体金融機構資金に

ついては、その貸付条件による。その他の資

金については、借入先の融通条件による。 

 

 ただし、企業財政の都合により据置期間を

短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借換え

することができる。 
災 害 復 旧 事 業 １８２，６００千円 

 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第７条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 

（１）  収益的支出における各項間の流用 

 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 

   （１）職 員 給 与 費                ２８，１５４千円 

 

 

（一時借入金） 

第９条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 
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（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業に助成するため、かほく市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２９１，１９２千円である。 

 

 

令和８年２月２５日提出 

 

かほく市長  油野 和一郎 
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